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生活困窮者自立相談
d月〜金曜日午前９時〜午後６時、土
曜日午前９時〜午後５時備考ひきこ
もりに関する相談にも応じますibし
ごと・くらしサポートステーション

（ベルブ２階）☎（３３８）６９４２
居住支援相談窓口
d月〜金曜日午前９時〜午後６時、土
曜日午前９時〜午後５時ib居住支援
相談窓口（ベルブ２階）☎（４０１）８６４０
休日納税相談（納税課・保険年金課）

（予約不要）
d8月２5日㈰午前８時３０分〜正午・午
後１時〜５時b市役所１階保険年金課
i納税課☎（３３８）６８5２、保険年金課☎

（３３８）６８４０
高齢者在宅療養支援窓口
d月〜金曜日午前１０時〜正午・午後１
時〜４時n高齢者の在宅療養の医療に
関する相談窓口i多摩市高齢者在宅療
養支援窓口（多摩市医師会）☎（３57）１６77
就職相談（予約不要）
d月〜金曜日午前９時〜午後５時ib

ハローワーク府中永山ワークプラザ
（ベルブ４階）☎（３75）０９5１
創業・経営相談
d月・水・木曜日午後１時〜５時i経
済観光課☎（３３８）６８６7
リモート労働相談
d毎月第３木曜日午前１１時、午後１時
３０分・３時３０分ib市役所第二庁舎２
階経済観光課☎（３３８）６８６7
犯罪被害者などの相談窓口（予約不要）
d月〜金曜日午前９時〜午後５時ib

平和・人権課（ヴィータ７階）☎（３３８）６９１４
ＬＧＢＴ電話相談☎（３５５）２１１２（専用ダ
イヤル）（予約不要）
d奇数月第３火曜日午後４時〜８時、
偶数月第３火曜日午後２時〜６時iＴ
ＡＭＡ女性センター☎（３55）２１１０
女性を取り巻く悩みなんでも相談
ibＴＡＭＡ女性センター（ヴィータ
７階）☎（３55）２１１０

•面接相談
d火・金曜日午前９時３０分〜午後０時
３０分、土曜日午後１時３０分〜４時３０分
•電話相談☎（３５５）２１１１（予約不要）
d木曜日午前１０時〜午後１時・１時３０
分〜４時３０分（相談時間は３０分程度）
女性のための法律相談
d第３水曜日午前９時３０分〜正午i 

bＴＡＭＡ女性センター（ヴィータ７
階）☎（３55）２１１０
消費生活相談（予約不要）
d月〜金曜日、第１・３土曜日午前９
時３０分 〜 正 午、午 後１時 〜４時（第
１・３木曜日を除く）ib消費生活セ
ンター消費者相談室（ベルブ３階）☎

（３7４）９5９5
外国人のための生活相談室

（LIFE COUNSELING FOR FOREIG- 
NERS）
d（ひにち）第１・３木曜日午後１時３０
分〜４時３０分（Date）１st and ３rd Th- 
ursdays,PM１:３０〜４:３０ib（ところ）
多摩市国際交流センター（ヴィータ７
階）（Place）Tama City Internation- 
al Center※Please make a reserva-
tion by phone.☎０４２（３55）２１１８
多摩市社会福祉協議会権利擁護センタ
ーによる相談
•弁護士によるふくし法律相談
d第３木曜日午後１時３０分〜３時３０分
•社会福祉士による成年後見相談会
d第４火曜日午後１時３０分〜３時３０分

〔共通事項〕
ib権利擁護センター（二幸産業・N 
SP健

けん

幸
こう

福祉プラザ７階）☎（３7３）5６77
総合オンブズマンによる苦情相談
d月〜金曜日ib市役所４階オンブズ
マン事務局☎（３３８）６８０９

子どもの相談
子どもと家庭に関する総合相談☎

（３５５）３７７７（予約不要）※面接は要予約
d月〜土曜日午前９時〜午後６時備考

相談案内 　原則、電話で予約してください。市外局番は０４２です。祝日・年末年始（１２月２９日〜１月３日）は実施していません。相談は先
着順で、無料です。秘密は守られます。お気軽にご相談ください。 ID１００3２37

虐待に関する相談にも応じますib子
ども家庭支援センター「たまっこ」☎

（３55）３８３３
ひとり親家庭相談※面接は要予約
d月〜金曜日午前９時〜午後５時ib

市役所４階子ども・若者政策課☎（３３８） 
６８３３
電話教育相談「子どもホットライン」
☎（３７２）２０００（予約不要）
d月〜金曜日午前１０時〜正午・午後１
時〜５時i教育センター☎（３7２）１０１０
発達・教育初回相談窓口☎（３７２）１０３８
d月〜土曜日午前９時〜正午・午後１
時〜５時b諏訪複合教育施設「かけは
し」２階備考インターネットやSNSの
トラブルに関する相談にも応じますi

障害福祉課発達支援室☎（３7４）２7１7、
教育センター☎（３7２）１０１０
就学・転学相談☎（３７２）２０５０
d月〜金曜日、第２・４土曜日午前１０
時〜正午、午後１時〜５時ib教育セ
ンター（諏訪複合教育施設「かけはし」
２階）☎（３7２）１０１０
受験生チャレンジ支援貸付事業相談
d月〜金曜日午前９時３０分〜午後４時
３０分ib市役所２階福祉総務課☎（４００） 
０８６８

障がい者の相談
障がい者の総合相談
•地域活動支援センター「のーま」
d月〜金曜日午前９時３０分〜午後６時、
第１・３土曜日午前９時３０分〜午後５
時ibマルシェたま（健康センター４
階）☎（３１１）２３００
•地域活動支援センター「あんど」
d月〜土曜日（第２土曜日を除く）午前
８時３０分〜午後５時ib多摩市社会福
祉協議会（二幸産業・NSP健

けんこう

幸福祉プ
ラザ３階）☎（３5６）０３０7
障がい者の就労相談
d月〜金曜日午前９時３０分〜午後６時、
第１・３土曜日午前９時３０分〜午後５時

ib障がい者就労支援センター「なちゅ
ーる」（健康センター４階）☎（３１１）２３２４

暮らしの専門相談
　相談時間は３０分（交通事故相談、人
権・身の上相談は5０分）です。法律相
談・税務相談の予約は相談日の１週間
前から、また、その他の相談は相談日
の属する月の１カ月前の月初めの日か
ら受け付けます。
ib市役所１階市民相談室☎（３３８）６８０６
法律相談
d月・火・木曜日（第５月・火・木曜
日を除く）。相談時間帯は週・曜日に
より異なります。
税務相談
d９月３日・２４日各火曜日午後１時３０
分〜４時３０分、１０日㈫午前９時３０分〜
正午
不動産の相続・贈与等の登記相談
d９月１０日㈫午後１時３０分〜４時、２４
日㈫午前９時３０分〜正午
交通事故相談
d９月５日㈭午後１時３０分〜４時
相続・遺言等くらしの書類作成相談
d９月２日㈪午後１時３０分〜４時、９
日㈪午前９時３０分〜正午
不動産取引相談
d９月９日㈪午後１時３０分〜３時
年金・社会保険・労務相談
d９月２６日㈭午後１時３０分〜４時
人権・身の上相談
d９月５日・１９日各木曜日午前９時３０
分〜正午、１２日・２６日各木曜日午後１
時３０分〜４時
心のテレホンサービス☎（３３８）６８１８（専
用ダイヤル）（予約不要）
d毎週金曜日午後１時３０分〜４時

傍聴

〔共通事項〕
備考会場先着順m当日直接会場へ
● 第４回多摩市文化芸術振興計画有

識者会議
d８月２１日㈬午後７時b①永山公民
館視聴覚室②オンラインc①１０人
備考詳細は、公式ホームページ参
照 ID １０１３９９３i文化・生涯学習推進課
☎（３３８）６８８２
● ＴＡＭＡ女性センター市民運営委

員会
d８月２８日㈬午後１時〜３時bＴＡ
ＭＡ女性センター活動交流室c１０人
ID １００６３０7iＴＡＭＡ女性センター
☎（３55）２１１０

● 第２回「（仮称）第二次多摩市読書
活動振興計画」有識者会議

d８月３０日㈮午前１０時b中央図書館
c１5人 ID１０１555９i中央図書館☎（３7３） 
7９55
● 令和６年第３回多摩市議会定例会
会期行事予定９月２日㈪〜６日㈮＝
本会議（行政報告、一般質問など）、
９日㈪・１０日㈫＝本会議（補正予算 
・条例等審議）、１１日㈬＝総務常任
委員会、１２日㈭＝健康福祉常任委員
会、１３日㈮＝生活環境常任委員会、
１7日㈫＝子ども教育常任委員会、１８
日㈬＝多摩市役所本庁舎建替基本計
画特別委員会、１９日㈭〜３０日㈪＝予
算決算特別委員会（決算審査）、１０月
１日㈫＝代表者会議、２日㈬＝議会
運営委員会、４日㈮＝本会議（最終
日）時間午前１０時bc市役所４階議
場＝各３5人・委員会室＝各１5人備考

行事予定は変更する場合あり ID１００６ 
６55i議会事務局☎（３３８）６８９０
● 令和６年９月多摩市教育委員会定

例会
d９月１２日㈭午後２時b教育委員会
会議室（ベルブ５階）c１０人 ID １００5４ 
7３備考日時・場所は変更になる場
合ありi教育振興課☎（３３８）６８7２

多摩市手話言語条例（素案）

　ろう者とろう者以外の方が互いに
尊重しあい、心身ともに健康で幸せ
に共生できる地域社会を実現するた
めに、多摩市手話言語条例の素案を
まとめました。
閲覧場所市役所１階障害福祉課、中
央図書館、市役所第二庁舎１階行政
資料室、多摩センター駅出張所、永
山・関戸各公民館、二幸産業・NSP
健
けんこう

幸福祉プラザ、公式ホームページ

備考意見募集期間中、本件に関する
「市政への提言」などは、パブリック
コメントとして取り扱い、個別回答
はしません。記入漏れ、電話・口頭
での意見は、パブリックコメントと
して取り扱いません。意見は住所・
氏名などを除き公開する場合あり ID
１０１5２5０mi８月２６日㈪〜９月１３日
㈮必着の、公式ホームページのイン
ターネット手続き・郵送・ファクシ
ミリ・直接持参または障害福祉課、
中央図書館、行政資料室、多摩セン
ター駅出張所、永山・関戸各公民館、
二幸産業・NSP健幸福祉プラザに
設置の回収箱への投

とうかん

函で、「多摩市
手話言語条例（素案）への意見」・住
所・氏名・意見を記入し、〒２０６－
８６６６ 障害福祉課☎（３３８）６９０３・v（３7１） 
１２００へ（ファクシミリの場合、送信
後に要電話連絡）


